
でんさいサービスの一部機能の変更のお知らせ 

 

平素は岩手銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

当行が参加している電子記録債権機関である「株式会社全銀電子債権ネットワーク」で

は、2023年 1月10日（火）より、電子記録債権（以下「でんさい」といいます）の利用促

進を図るために、下記のとおり一部機能の変更を行います。 

当行では、今後もお客さまにご満足をいただけるよう、より一層のサービス向上に努め

てまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．機能の変更内容 

（１）債務者請求方式における記録請求の制限期間（発生記録および譲渡記録の単独取消

期間）の短縮 

債務者請求方式における記録請求の制限期間を、支払期日の７銀行営業日前から最短

で３銀行営業日前までに短縮します。詳細については別紙をご確認願います。 

（２）債権金額下限の引下げ 

   でんさいの発生または譲渡する際の債権金額を、１万円以上から１円以上に下限を

引き下げます。 

 

２．変更日 

  ２０２３年１月１０日（火） 

 

３．問い合せ先 

  最寄りの当行本支店へお問い合せください。 

 

以 上 
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